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＜参考：将来推計人口＞ 

 各市町の「人口ビジョン」による本圏域の人口及び年齢３区分別人口は、以下のとおりで

す。 

 

【人口】（単位：人） 

    H22実績 

（2010） 

H27実績 

（2015） 

R2 

（2020） 

R7 

（2025） 

R22 

（2040） 

南

魚

沼

市 

国勢調査 61,624 58,568    

H25社人研推計 

（H25.3発表） 

  
57,550 55,335 48,021 

H30社人研推計 

（H30.3発表） 
 

 
55,596 52,510 42,850 

人口ビジョン推計  
 

55,536 52,734 44,308 

魚

沼

市 

国勢調査 40,361 37,352    

H25社人研推計 

（H25.3発表） 

  
35,200 32,700 25,600 

H30社人研推計 

（H30.3発表） 
 

 
34,485 31,668 23,563 

人口ビジョン推計  
 

36,900 35,500 31,300 

湯

沢

町 

国勢調査 8,396 8,046    

H25社人研推計 

（H25.3発表） 

  
7,529 7,038 5,466 

H30社人研推計 

（H30.3発表） 
 

 
7,642 7,240 5,877 

人口ビジョン推計  
 

7,885 7,590 6,650 

計 国勢調査 110,381 103,966    

H25社人研推計 

（H25.3発表） 

  
100,279 95,073 79,087 

H30社人研推計 

（H30.3発表） 
  97,723 91,418 72,290 

人口ビジョン推計   100,321 95,824 82,258 

※社人研は、国立社会保障・人口問題研究所の略称 

資料：各市町人口ビジョン 
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＜参考：将来推計人口＞ 

 各市町の「人口ビジョン」による本圏域の人口及び年齢３区分別人口は、以下のとおりで

す。 

 

【人口】（単位：人） 

    H22実績 

（2010） 

H27実績 

（2015） 

R2実績 

（2020） 

R7 

（2025） 

R22 

（2040） 

南

魚

沼

市 

国勢調査 61,624 58,568 54,851   

H25社人研推計 

（H25.3発表） 

  
57,550 55,335 48,021 

H30社人研推計 

（H30.3発表） 
 

 
55,596 52,510 42,850 

人口ビジョン推計  
 

55,536 52,734 44,308 

魚

沼

市 

国勢調査 40,361 37,352 34,483   

H25社人研推計 

（H25.3発表） 

  
35,200 32,700 25,600 

H30社人研推計 

（H30.3発表） 
 

 
34,485 31,668 23,563 

人口ビジョン推計  
 

36,900 35,500 31,300 

湯

沢

町 

国勢調査 8,396 8,046 7,767   

H25社人研推計 

（H25.3発表） 

  
7,529 7,038 5,466 

H30社人研推計 

（H30.3発表） 
 

 
7,642 7,240 5,877 

人口ビジョン推計  
 

7,885 7,590 6,650 

計 国勢調査 110,381 103,966 97,101   

H25社人研推計 

（H25.3発表） 

  
100,279 95,073 79,087 

H30社人研推計 

（H30.3発表） 
  97,723 91,418 72,290 

人口ビジョン推計   100,321 95,824 82,258 

※社人研は、国立社会保障・人口問題研究所の略称 

資料：各市町人口ビジョン 

 

資料４ 
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【年齢３区分別人口】（単位：人） 

    H17実績 

（2005） 

H22実績 

（2010） 

H27実績 

（2015） 

R2 

（2020） 

R7 

（2025） 

R22 

（2040） 

南

魚

沼

市 

年少人口

（0～14） 

9,238 

(15%) 

8,349 

(14%) 

7,371 

(13%) 

6,688 

(12%) 

6,175 

(12%) 

5,180 

(12%) 

生産年齢

人口（15～

64） 

38,386 

(61%) 

37,199 

(60%) 

34,066 

(58%) 

30,331 

(55%) 

27,792 

(53%) 

21,922 

(49%) 

老年人口

（65以上） 

15,705 

(25%) 

16,076 

(26%) 

17,131 

(29%) 

18,517 

(33%) 

18,768 

(36%) 

17,206 

(39%) 

計 63,329 61,624 58,568 55,536 52,734 44,308 

魚

沼

市 

年少人口

（0～14） 

6,083 

(14%) 

5,202 

(13%) 

4,283 

(11%) 

4,100 

(11%) 

3,900 

(11%) 

3,900 

(12%) 

生産年齢

人口（15～

64） 

25,580 

(59%) 

23,184 

(57%) 

20,766 

(56%) 

19,100 

(52%) 

17,500 

(49%) 

14,600 

(47%) 

老年人口

（65以上） 

11,890 

(27%) 

11,974 

(30%) 

12,303 

(33%) 

13,800 

(37%) 

14,100 

(40%) 

12,900 

(41%) 

計 43,553 40,360 37,352 36,900 35,500 31,300 

湯

沢

町 

年少人口

（0～14） 

1,157 

(13%) 

905 

(11%) 

771 

(10%) 

716 

(9%) 

703 

(9%) 

748 

(11%) 

生産年齢

人口（15～

64） 

5,252 

(61%) 

4,987 

(59%) 

4,547 

(57%) 

4,151 

(53%) 

3,811 

(53%) 

2,990 

(45%) 

老年人口

（65以上） 

2,232 

(26%) 

2,504 

(30%) 

2,728 

(34%) 

3,018 

(38%) 

3,077 

(38%) 

2,913 

(44%) 

計 8,641 8,396 8,046 7,885 7,590 6,650 

合

計 

年少人口

（0～14） 

16,478 

(14%) 

14,456 

(13%) 

12,425 

(12%) 

11,504 

(11%) 

10,778 

(11%) 

9,828 

(12%) 

生産年齢

人口（15～

64） 

69,218 

(60%) 

65,370 

(59%) 

59,379 

(57%) 

53,582 

(53%) 

49,103 

(51%) 

39,512 

(48%) 

老年人口

（65以上） 

29,827 

(26%) 

30,554 

(28%) 

32,162 

(31%) 

35,335 

(35%) 

35,945 

(38%) 

33,019 

(40%) 

合計 115,523 110,380 103,966 100,321 95,824 82,258 

資料：各市町人口ビジョン

【変更後】 
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【年齢３区分別人口】（単位：人） 

    H17実績 

（2005） 

H22実績 

（2010） 

H27実績 

（2015） 

R2実績 

（2020） 

R7 

（2025） 

R22 

（2040） 

南

魚

沼

市 

年少人口

（0～14） 

9,238 

(15%) 

8,349 

(14%) 

7,371 

(13%) 

6,578 

(12%) 

6,175 

(12%) 

5,180 

(12%) 

生産年齢

人口（15～

64） 

38,386 

(61%) 

37,199 

(60%) 

34,066 

(58%) 

29,813 

(54%) 

27,792 

(53%) 

21,922 

(49%) 

老年人口

（65以上） 

15,705 

(25%) 

16,076 

(26%) 

17,131 

(29%) 

18,460 

(34%) 

18,768 

(36%) 

17,206 

(39%) 

計 63,329 61,624 58,568 54,851 52,734 44,308 

魚

沼

市 

年少人口

（0～14） 

6,083 

(14%) 

5,202 

(13%) 

4,283 

(11%) 

3,612 

(11%) 

3,900 

(11%) 

3,900 

(12%) 

生産年齢

人口（15～

64） 

25,580 

(59%) 

23,184 

(57%) 

20,766 

(56%) 

17,958 

(52%) 

17,500 

(49%) 

14,600 

(47%) 

老年人口

（65以上） 

11,890 

(27%) 

11,974 

(30%) 

12,303 

(33%) 

12,913 

(37%) 

14,100 

(40%) 

12,900 

(41%) 

計 43,553 40,360 37,352 34,483 35,500 31,300 

湯

沢

町 

年少人口

（0～14） 

1,157 

(13%) 

905 

(11%) 

771 

(10%) 

683 

(9%) 

703 

(9%) 

748 

(11%) 

生産年齢

人口（15～

64） 

5,252 

(61%) 

4,987 

(59%) 

4,547 

(57%) 

4,080 

(52%) 

3,811 

(53%) 

2,990 

(45%) 

老年人口

（65以上） 

2,232 

(26%) 

2,504 

(30%) 

2,728 

(34%) 

3,004 

(39%) 

3,077 

(38%) 

2,913 

(44%) 

計 8,641 8,396 8,046 7,767 7,590 6,650 

合

計 

年少人口

（0～14） 

16,478 

(14%) 

14,456 

(13%) 

12,425 

(12%) 

10,873 

(11%) 

10,778 

(11%) 

9,828 

(12%) 

生産年齢

人口（15～

64） 

69,218 

(60%) 

65,370 

(59%) 

59,379 

(57%) 

51,851 

(53%) 

49,103 

(51%) 

39,512 

(48%) 

老年人口

（65以上） 

29,827 

(26%) 

30,554 

(28%) 

32,162 

(31%) 

34,377 

(36%) 

35,945 

(38%) 

33,019 

(40%) 

合計 115,523 110,380 103,966 97,101 95,824 82,258 

資料：各市町人口ビジョン
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【具体的な取組】 

事業名 地域医療連携推進事業 

事業概要 ・魚沼地域の医療再編に伴い、圏域内の中核的な医療機能を有する公的病院（魚沼

基幹病院、南魚沼市民病院、南魚沼市立ゆきぐに大和病院、湯沢町立湯沢病院、魚

沼市立小出病院など）を中心とした医療体制の役割分担や連携のほか、医療、介護

及び福祉の連携などが機能的に動くような取組が不可欠となる。地域包括ケアシス

テムの有機的な機能連携を図るため、地域医療連携推進協議会を設置する。また、

地域完結型医療体制の充実を図るため、医療従事者確保の取組を進めるほか、救急

搬送経路整備の取組を行う。 

事業効果 ・効率的かつ効果的な質の高い医療提供体制の確保と適正受診の推進が期待され

る。 

・地域包括ケアシステムの構築により、圏域内の中核的な医療機能を有する公的病

院を中心とした医療、介護及び福祉の連携が推進される。 

現状 ・平成23年に地域医療魚沼学校が開校し、また、平成24年から地域医療再生基金を

活用して地域医師会と自治体が医療再編に向けた事業を実施したことにより、地域

完結型の医療体制（住民参加啓発、多職種連携、コーディネーター育成、高度・急

性期医療等）が整備された。 

・一方、県においても在宅医療の充実を図るため、「南魚沼地域在宅医療連絡協議

会」を設置し、関係機関相互の「顔の見える」関係の構築と自発的な取組を支援し

た。平成28年度以降、本協議会は、南魚沼市及び湯沢町がそれぞれ引き継いでおり、

今後は魚沼市も含めた合同での開催を検討している。 

実施年度 R3 R4 R5 R6 R7 計 

スケジュ

ール 

・現状把握 

・関係機関と

の調整 

・各市町によ

る事業実施 

・現状把握 

・関係機関と

の調整 

・各市町によ

る事業実施 

・コーディネ

ーターを雇用

し、準備会設

置向けた準備 

・準備会を設

置し、地域包

括ケアシステ

ムの連携等の

構築 

・事業を開始  

総事業費 

(単位：千円) 
20,600 未定 未定 未定 未定 未定 

南魚沼市

の役割 

・医療、介護及び福祉の連携を推進して地域包括ケアシステムの構築に取り組むと

ともに、地域医療連携推進協議会準備会設置に向けたコーディネーターを雇用する

ための現状把握や、各市町の病院の医療連携室との調整を図る。 

魚沼市の

役割 

・医療、介護及び福祉の連携を推進して地域包括ケアシステムの構築に取り組むと

ともに、地域医療連携推進協議会準備会設置に向けたコーディネーターを雇用する

ための現状把握や、各市町の病院の医療連携室との調整を図る。 

湯沢町の

役割 

・医療、介護及び福祉の連携を推進して地域包括ケアシステムの構築に取り組むと

ともに、地域医療連携推進協議会準備会設置に向けたコーディネーターを雇用する

ための現状把握や、各市町の病院の医療連携室との調整を図る。 

備考 ・病診連携等による地域医療の確保に対する財政措置 

・南魚沼市、魚沼市及び湯沢町では奨学金制度を設けており、これにより圏域全体

で医療従事者確保の取組が行われている。 

  

【変更後】 
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【具体的な取組】 

事業名 地域医療連携推進事業 

事業概要 ・魚沼地域の医療再編に伴い、圏域内の中核的な医療機能を有する公的病院（魚沼

基幹病院、南魚沼市民病院、南魚沼市立ゆきぐに大和病院、湯沢町立湯沢病院、魚

沼市立小出病院など）を中心とした医療体制の役割分担や連携のほか、医療、介護

及び福祉の連携などが機能的に動くような取組が不可欠となる。地域包括ケアシス

テムの有機的な機能連携を図るため、地域医療連携推進協議会を設置する。また、

地域完結型医療体制の充実を図るため、医療従事者及び介護人材確保の取組を進め

るほか、救急搬送経路整備の取組を行う。 

事業効果 ・効率的かつ効果的な質の高い医療提供体制の確保と適正受診の推進が期待され

る。 

・地域包括ケアシステムの構築により、圏域内の中核的な医療機能を有する公的病

院を中心とした医療、介護及び福祉の連携が推進される。 

現状 ・平成23年に地域医療魚沼学校が開校し、また、平成24年から地域医療再生基金を

活用して地域医師会と自治体が医療再編に向けた事業を実施したことにより、地域

完結型の医療体制（住民参加啓発、多職種連携、コーディネーター育成、高度・急

性期医療等）が整備された。 

・一方、県においても在宅医療の充実を図るため、「南魚沼地域在宅医療連絡協議

会」を設置し、関係機関相互の「顔の見える」関係の構築と自発的な取組を支援し

た。平成28年度以降、本協議会は、南魚沼市及び湯沢町がそれぞれ引き継いでおり、

今後は魚沼市も含めた合同での開催を検討している。 

実施年度 R3 R4 R5 R6 R7 計 

スケジュ

ール 

・現状把握 

・関係機関と

の調整 

・各市町によ

る事業実施 

・現状把握 

・関係機関と

の調整 

・各市町によ

る事業実施 

・コーディネ

ーターを雇用

し、準備会設

置向けた準備 

・準備会を設

置し、地域包

括ケアシステ

ムの連携等の

構築 

・事業を開始  

総事業費 

(単位：千円) 
20,600 119,873 未定 未定 未定 未定 

南魚沼市

の役割 

・医療、介護及び福祉の連携を推進して地域包括ケアシステムの構築に取り組むと

ともに、地域医療連携推進協議会準備会設置に向けたコーディネーターを雇用する

ための現状把握や、各市町の病院の医療連携室との調整を図る。 

魚沼市の

役割 

・医療、介護及び福祉の連携を推進して地域包括ケアシステムの構築に取り組むと

ともに、地域医療連携推進協議会準備会設置に向けたコーディネーターを雇用する

ための現状把握や、各市町の病院の医療連携室との調整を図る。 

湯沢町の

役割 

・医療、介護及び福祉の連携を推進して地域包括ケアシステムの構築に取り組むと

ともに、地域医療連携推進協議会準備会設置に向けたコーディネーターを雇用する

ための現状把握や、各市町の病院の医療連携室との調整を図る。 

備考 ・病診連携等による地域医療の確保に対する財政措置 

・南魚沼市、魚沼市及び湯沢町では奨学金制度を設けており、これにより圏域全体

で医療従事者確保の取組が行われている。 
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【具体的な取組】 

事業名 図書館の相互利用事業 

事業概要 ・地域住民に対する図書館サービスの拡充及び図書館資料の有効活用を図るた

め、南魚沼市、湯沢町、魚沼市の相互利用体制を強化し、市民への周知を目指

す。 

事業効果 ・圏域内での相互利用を進めることにより、利便性の向上、交流人口の拡大及

び圏域全体への波及効果等が期待できる。併せて、各市町における図書館の利

用拡大と蔵書の効率的な活用も期待できる。 

現状 ・南魚沼市と湯沢町との間では「南魚沼地域市町村圏域構成市町の公の施設の

相互利用に関する協定」、南魚沼市と魚沼市の間では「南魚沼市と魚沼市の図

書館等の相互利用に関する協定書」、魚沼市と湯沢町の間では「魚沼市と湯沢

町の図書館等の相互利用に関する協定書」が締結されており、運用を行ってい

る。 

・各市町において利用条件がすべて統一されていないほか、予算を伴うサービ

ス（リクエストや予約）に制限がある。 

実施年度 R3 R4 R5 R6 R7 計 

スケジュ

ール 

・相互利用 

・利用促進の

た め の 情

報発信・啓

発活動 

・相互利用 

・利用促進の

ための情報

発信・啓発活

動 

・相互利用 

・利用促進の

た めの 情

報発信・啓

発活動 

・相互利用 

・利用促進の

た めの 情

報発信・啓

発活動 

・相互利用 

・利用促進の

た め の情

報発信・啓

発活動 

 

総事業費 

(単位：千円) 
0 未定 未定 未定 未定 未定 

南魚沼市

の役割 

・「南魚沼地域広域市町村圏構成市町の公の施設の相互利用に関する協定」に

より湯沢町と相互利用を進める。 

・「南魚沼市と魚沼市の図書館等の相互利用に関する協定書」により魚沼市と

相互利用を進める。 

・相互利用を強化するため、システムの調整を図る。 

・南魚沼市民への周知及び情報発信を行う。 

魚沼市の

役割 

・「南魚沼市と魚沼市の図書館等の相互利用に関する協定書」により南魚沼市

と相互利用を進める。 

・「魚沼市と湯沢町の図書館等の相互利用に関する協定書」により湯沢町と相

互利用を進める。 

・相互利用を強化するため、システムの調整を図る。 

・魚沼市民への周知及び情報発信を行う。 

湯沢町の

役割 

・「南魚沼地域広域市町村圏構成市町の公の施設の相互利用に関する協定」に

より南魚沼市と相互利用を進める。 

・「魚沼市と湯沢町の図書館等の相互利用に関する協定書」により魚沼市と相

互利用を進める。 

・相互利用を強化するため、システムの調整を図る。 

・湯沢町民への周知及び情報発信を行う。 

備考  

  

【変更後】 

 

29 
 

【具体的な取組】 

事業名 図書館の相互利用事業 

事業概要 ・地域住民に対する図書館サービスの拡充及び図書館資料の有効活用を図るた

め、南魚沼市、湯沢町、魚沼市の相互利用体制を強化し、市民への周知を目指

す。 

事業効果 ・圏域内での相互利用を進めることにより、利便性の向上、交流人口の拡大及

び圏域全体への波及効果等が期待できる。併せて、各市町における図書館の利

用拡大と蔵書の効率的な活用も期待できる。 

現状 ・南魚沼市と湯沢町との間では「南魚沼地域市町村圏域構成市町の公の施設の相互

利用に関する協定」、南魚沼市と魚沼市の間では「南魚沼市と魚沼市の図書館等の

相互利用に関する協定書」、魚沼市と湯沢町の間では「魚沼市と湯沢町の図書館等

の相互利用に関する協定書」が締結されており、運用を行っている。 

・各市町において利用条件がすべて統一されていないほか、予算を伴うサービス（リ

クエストや予約）に制限がある。 

実施年度 R3 R4 R5 R6 R7 計 

スケジュ

ール 

・相互利用 

・利用促進の 

ための情報発 

信・啓発活動 

・相互利用 

・利用促進の

ための情報発

信・啓発活動 

・利用条件統

一の推進 

・相互利用 

・利用促進の 

ための情報発 

信・啓発活動 

・利用条件統 

一の推進 

・相互利用 

・利用促進の 

ための情報発 

信・啓発活動 

・利用条件統 

一の推進 

・相互利用 

・利用促進のた 

めの情報発 

信・啓発活動 

・利用条件統 

一の推進 

 

総事業費 

(単位：千円) 
0 0 未定 未定 未定 未定 

南魚沼市

の役割 

・「南魚沼地域広域市町村圏構成市町の公の施設の相互利用に関する協定」に

より湯沢町と相互利用を進める。 

・「南魚沼市と魚沼市の図書館等の相互利用に関する協定書」により魚沼市と

相互利用を進める。 

・相互利用を強化するため、システムの調整を図る。 

・南魚沼市民への周知及び情報発信を行う。 

魚沼市の

役割 

・「南魚沼市と魚沼市の図書館等の相互利用に関する協定書」により南魚沼市

と相互利用を進める。 

・「魚沼市と湯沢町の図書館等の相互利用に関する協定書」により湯沢町と相

互利用を進める。 

・相互利用を強化するため、システムの調整を図る。 

・魚沼市民への周知及び情報発信を行う。 

湯沢町の

役割 

・「南魚沼地域広域市町村圏構成市町の公の施設の相互利用に関する協定」に

より南魚沼市と相互利用を進める。 

・「魚沼市と湯沢町の図書館等の相互利用に関する協定書」により魚沼市と相

互利用を進める。 

・相互利用を強化するため、システムの調整を図る。 

・湯沢町民への周知及び情報発信を行う。 

備考  

 



【変更前】 

 

 
30 

 

【具体的な取組】 

事業名 スポーツ施設の相互利用事業 

事業概要 ・地域住民に対するスポーツ施設の有効活用を図るため、現在、南魚沼市と湯

沢町との間で行っているスポーツ施設の相互利用を魚沼市にも拡大する。 

事業効果 ・圏域内での相互利用を進めることで、地域住民が同一の条件で利用でき、施

設統合や廃止がある場合に、効率的な施設集約の検討が期待される。 

現状 ・南魚沼市と湯沢町との間では既に「南魚沼地域市町村圏域構成市町の公の施

設の相互利用に関する協定」が締結されている。 

・各指定管理施設の施設管理者へ利用料、減免状況を確認したところ、同一条

件で利用には財源補填を要するため、現状では難しい。 

・人口減少下において、利用者減少による施設統合や廃止を見越した対応が必

要になることが見込まれるため、相互利用できる方法を検討していく。 

実施年度 R3 R4 R5 R6 R7 計 

スケジュール ・情報共有 

・自転車を活

用したスポ

ーツ施設相

互利用促進

事業実施 

・情報共有 

・自転車を活

用したスポ

ーツ施設相

互利用促進

事業実施 

・情報共有 

・自転車を活

用したスポ

ーツ施設相

互利用促進

事業実施 

・情報共有 

・自転車を活

用したスポ

ーツ施設相

互利用促進

事業実施 

・事業の効果

検証・分析 

 

総事業費 

(単位：千円) 
10,200 未定 未定 未定 未定 未定 

南魚沼市

の役割 

・現行の「南魚沼地域広域市町村圏構成市町の公の施設の相互利用に関する協

定」により湯沢町と継続して相互利用を進める。 

・魚沼市と施設の相互利用を行うための協定締結を進める。 

・各施設の利用料、減免状況及び利用方法等の情報収集、把握をする。 
・施設管理者との調整を行う。 
・南魚沼市民への周知と圏域への情報提供を行う。 
・自転車を活用したスポーツ施設の相互利用を促進する事業を展開する。 

魚沼市の

役割 

・南魚沼市、湯沢町と施設の相互利用を行うための協定締結を進める。 

・各施設の利用料、減免状況及び利用方法等の情報収集、把握をする。 
・施設管理者との調整を行う。 
・魚沼市民への周知と圏域への情報提供を行う。 

湯沢町の

役割 

・現行の「南魚沼地域広域市町村圏構成市町の公の施設の相互利用に関する協

定」により南魚沼市と相互利用を進める。 

・魚沼市と施設の相互利用を行うための協定締結を進める。 

・各施設の利用料、減免状況及び利用方法等の情報収集、把握をする。 
・施設管理者との調整を行う。 
・湯沢町民への周知と圏域への情報提供を行う。 

備考  

【変更後】 

 

30 
 

【具体的な取組】 

事業名 スポーツ施設の相互利用事業 

事業概要 ・地域住民に対するスポーツ施設の有効活用を図るため、現在、南魚沼市と湯

沢町との間で行っているスポーツ施設の相互利用を魚沼市にも拡大する。 

事業効果 ・圏域内での相互利用を進めることで、地域住民が同一の条件で利用でき、施

設統合や廃止がある場合に、効率的な施設集約の検討が期待される。 

現状 ・南魚沼市と湯沢町との間では既に「南魚沼地域市町村圏域構成市町の公の施設の相互利用

に関する協定」が締結されている。 

・各指定管理施設の施設管理者へ利用料、減免状況を確認したところ、同一条件で利用には

財源補填を要するため、現状では難しい。 

・人口減少下において、利用者減少による施設統合や廃止を見越した対応が必要になること

が見込まれるため、相互利用できる方法を検討していく。 

・令和３年３月に「湯沢町・南魚沼市・魚沼市連携自転車活用推進協議会」が発足し、２市

１町を結ぶ全長約 185 ㎞の「雪国魚沼 Golden Cycle Route」の整備に取り組んでいる。 

実施年度 R3 R4 R5 R6 R7 計 

スケジュール ・情報共有 

・自転車を活用

したスポーツ施

設相互利用促進

事業実施 

・情報共有 

・自転車を活用

したスポーツ施

設相互利用促進

事業実施 

・情報共有 

・自転車を活用

したスポーツ施

設相互利用促進

事業実施 

・情報共有 

・自転車を活用

したスポーツ施

設相互利用促進

事業実施 

・事業の効果

検証・分析 

 

総事業費 

(単位：千円) 
10,200 23,821 未定 未定 未定 未定 

南魚沼市

の役割 

・現行の「南魚沼地域広域市町村圏構成市町の公の施設の相互利用に関する協

定」により湯沢町と継続して相互利用を進める。 

・魚沼市と施設の相互利用を行うための協定締結を進める。 

・各施設の利用料、減免状況及び利用方法等の情報収集、把握をする。 
・施設管理者との調整を行う。 
・南魚沼市民への周知と圏域への情報提供を行う。 
・自転車を活用したスポーツ施設の相互利用を促進する事業を展開する。 

魚沼市の

役割 

・南魚沼市、湯沢町と施設の相互利用を行うための協定締結を進める。 

・各施設の利用料、減免状況及び利用方法等の情報収集、把握をする。 
・施設管理者との調整を行う。 
・魚沼市民への周知と圏域への情報提供を行う。 

湯沢町の

役割 

・現行の「南魚沼地域広域市町村圏構成市町の公の施設の相互利用に関する協

定」により南魚沼市と相互利用を進める。 

・魚沼市と施設の相互利用を行うための協定締結を進める。 

・各施設の利用料、減免状況及び利用方法等の情報収集、把握をする。 
・施設管理者との調整を行う。 
・湯沢町民への周知と圏域への情報提供を行う。 

備考  



【変更前】 

 

 
31 

 

【具体的な取組】 

事業名 文化施設の相互利用事業 

事業概要 ・地域住民に対する文化施設の有効活用を図るため、現在、南魚沼市と湯沢町

との間で行っている文化施設の相互利用を魚沼市にも拡大する。 

事業効果 ・地域住民が同一の条件で利用できるため、利用者の増加が見込まれる。また、

施設の規模に応じて、分担して文化事業を開催できる。 

・施設統合や廃止がある場合に、効率的な施設集約の検討が期待される。 

現状 ・南魚沼市と湯沢町との間では既に「南魚沼地域市町村圏域構成市町の公の施

設の相互利用に関する協定」が締結されている。 

・魚沼ホール協会を通じてチケットの販売や機材の相互利用を行っている。 

・各施設の施設管理者へ利用料、減免状況を確認したところ、同一条件で利用

には財源補填を要するため、現状では難しい。 

・人口減少下において、利用者減少による施設統合や廃止を見越した対応が必

要になることが見込まれるため、相互利用できる方法を検討していく。 

実施年度 R3 R4 R5 R6 R7 計 

スケジュ

ール 

・情報共有 

・各施設の情

報把握 

 

・情報共有 

・指定管理者

との調整 

 

・情報共有 

・事業実施の

検討・調整 

 

・情報共有 

・事業実施の

検討・調整 

 

・情報共有 

・事業実施の

検討・調整 

 

 

総事業費 

(単位：千円) 
0 未定 未定 未定 未定 未定 

南魚沼市

の役割 

・現行の「南魚沼地域広域市町村圏構成市町の公の施設の相互利用に関する協

定」により湯沢町と継続して相互利用を進める。 

・魚沼市と施設の相互利用を行うための協定締結を進める。 

・各施設の利用料、減免状況及び利用方法等の情報を把握する。 
・施設管理者との調整を行う。 
・南魚沼市民への周知と圏域への情報提供を行う。 

魚沼市の

役割 

・南魚沼市、湯沢町と施設の相互利用を行うための協定締結を進める。 

・各施設の利用料、減免状況及び利用方法等の情報を把握する。 
・施設管理者との調整を行う。 
・魚沼市民への周知と圏域への情報提供を行う。 

湯沢町の

役割 

・現行の「南魚沼地域広域市町村圏構成市町の公の施設の相互利用に関する協

定」により南魚沼市と相互利用を進める。 

・魚沼市と施設の相互利用を行うための協定締結を進める。 

・各施設の利用料、減免状況及び利用方法等の情報を把握する。 
・施設管理者との調整を行う。 
・湯沢町民への周知と圏域への情報提供を行う。 

備考  

  

【変更後】 

 

31 
 

【具体的な取組】 

事業名 文化施設の相互利用事業 

事業概要 ・地域住民に対する文化施設の有効活用を図るため、現在、南魚沼市と湯沢町

との間で行っている文化施設の相互利用を魚沼市にも拡大する。 

事業効果 ・地域住民が同一の条件で利用できるため、利用者の増加が見込まれる。また、

施設の規模に応じて、分担して文化事業を開催できる。 

・施設統合や廃止がある場合に、効率的な施設集約の検討が期待される。 

現状 ・南魚沼市と湯沢町との間では既に「南魚沼地域市町村圏域構成市町の公の施

設の相互利用に関する協定」が締結されている。 

・魚沼ホール協会を通じてチケットの販売や機材の相互利用を行っている。 

・各施設の施設管理者へ利用料、減免状況を確認したところ、同一条件で利用

には財源補填を要するため、現状では難しい。 

・人口減少下において、利用者減少による施設統合や廃止を見越した対応が必

要になることが見込まれるため、相互利用できる方法を検討していく。 

実施年度 R3 R4 R5 R6 R7 計 

スケジュ

ール 

・情報共有 

・各施設の情

報把握 

 

・情報共有 

・指定管理者

との調整 

 

・情報共有 

・事業実施の

検討・調整 

 

・情報共有 

・事業実施の

検討・調整 

 

・情報共有 

・事業実施 

 

 

総事業費 

(単位：千円) 
0 0 未定 未定 未定 未定 

南魚沼市

の役割 

・現行の「南魚沼地域広域市町村圏構成市町の公の施設の相互利用に関する協

定」により湯沢町と継続して相互利用を進める。 

・魚沼市と施設の相互利用を行うための協定締結を進める。 

・各施設の利用料、減免状況及び利用方法等の情報を把握する。 
・施設管理者との調整を行う。 
・南魚沼市民への周知と圏域への情報提供を行う。 

魚沼市の

役割 

・南魚沼市、湯沢町と施設の相互利用を行うための協定締結を進める。 

・各施設の利用料、減免状況及び利用方法等の情報を把握する。 
・施設管理者との調整を行う。 
・魚沼市民への周知と圏域への情報提供を行う。 

湯沢町の

役割 

・現行の「南魚沼地域広域市町村圏構成市町の公の施設の相互利用に関する協

定」により南魚沼市と相互利用を進める。 

・魚沼市と施設の相互利用を行うための協定締結を進める。 

・各施設の利用料、減免状況及び利用方法等の情報を把握する。 
・施設管理者との調整を行う。 
・湯沢町民への周知と圏域への情報提供を行う。 

備考  

 



【変更前】 

 

 
33 

 

【具体的な取組】 

事業名 公民館講座の相互利用事業 

事業概要 ・各市町が開催する講座を地域住民が相互に受講できるようにする。 

事業効果 ・希望する講座の受講が可能になることで、参加者の増加が見込まれ効率化が

図られる。 

・新規講座を分担して開催することができる。 

・圏域内で開催される特色ある講座を受講できるようにすることで、地域住民

が圏域の魅力を再発見し、共有できる。 

現状 ・各市町の在住者及び在勤者を対象に、各市町独自の教養講座を開催している。 

実施年度 R3 R4 R5 R6 R7 計 

スケジュ

ール 

・情報交換 

・普及啓発 

・講座相互利用 

・独自の連携事

業検討 

・情報交換 

・普及啓発 

・講座相互利用 

・独自の連携一

部事業実施 

・情報交換 

・普及啓発 

・講座相互利用 

・独自の連携事

業実施 

・情報交換 

・普及啓発 

・講座相互利用 

・独自の連携事

業実施 

・情報交換 

・普及啓発 

・講座相互利用 

・独自の連携事

業実施 

 

総事業費 

(単位：千円) 
410 未定 未定 未定 未定 未定 

南魚沼市

の役割 

・地域住民が南魚沼市民と同一の条件で受講できるようにする。 

・各市町の講座情報を効果的に発信する。 

魚沼市の

役割 

・地域住民が魚沼市民と同一の条件で受講できるようにする。 

・各市町の講座情報を効果的に発信する。 

湯沢町の

役割 

・地域住民が湯沢町民と同一の条件で受講できるようにする。 

・各市町の講座情報を効果的に発信する。 

備考  

 

  

【変更後】 
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【具体的な取組】 

事業名 公民館講座の相互利用事業 

事業概要 ・各市町が開催する講座を地域住民が相互に受講できるようにする。 

事業効果 ・希望する講座の受講が可能になることで、参加者の増加が見込まれ効率化が

図られる。 

・新規講座を分担して開催することができる。 

・圏域内で開催される特色ある講座を受講できるようにすることで、地域住民

が圏域の魅力を再発見し、共有できる。 

現状 ・各市町の在住者及び在勤者を対象に、各市町独自の教養講座を開催している。 

実施年度 R3 R4 R5 R6 R7 計 

スケジュ

ール 

・情報交換 

・普及啓発 

・講座相互利用 

・独自の連携事

業検討 

・情報交換 

・普及啓発 

・講座相互利用 

・独自の連携事

業検討 

・情報交換 

・普及啓発 

・講座相互利用 

・独自の連携事

業検討 

・情報交換 

・普及啓発 

・講座相互利用 

・独自の連携事

業検討 

・情報交換 

・普及啓発 

・講座相互利用 

・独自の連携事

業を実施予定 

 

総事業費 

(単位：千円) 
410 300 未定 未定 未定 未定 

南魚沼市

の役割 

・地域住民が南魚沼市民と同一の条件で受講できるようにする。 

・各市町の講座情報を効果的に発信する。 

魚沼市の

役割 

・地域住民が魚沼市民と同一の条件で受講できるようにする。 

・各市町の講座情報を効果的に発信する。 

湯沢町の

役割 

・地域住民が湯沢町民と同一の条件で受講できるようにする。 

・各市町の講座情報を効果的に発信する。 

備考  

 

 



【変更前】 

 

35 
 

【具体的な取組】 

事業名 定住促進事業 

事業概要 ・首都圏に在住する圏域出身者や移住検討者に対し、相談会・セミナー等の開催や
効果的な情報発信、圏域内の雇用の確保や地域産業の担い手の創出につながる取組
みを実施する。 
・転出の起因が圏域外への進学等によることから地元定着へ繋がる取組みを実施す
る。 

事業効果 ・Ｕ・Ｉ・Ｊターンを検討している若年層へ連携し動機付けを行うことで、希望居
住地や就業希望職種の選択肢が広がり、圏域内全体における将来的な人口流入が期
待できる。 
・事業を共同または連携して実施することで、経費の縮小や各市町のネットワーク
を使った幅広い情報発信が期待できる。 
・各市町の独自の事業について情報共有ができると共に、効果的な取組の連携を検
討することが期待できる。 

現状 ・各市町の動きにとどまっている相談会・セミナー等が多い中、首都圏移住相談会
などは連携が図れている。 
・圏域内では、高い求人倍率が続き、求人があってもなかなか人が集まらない状態。
特に、専門的知識や高度な技術が求めらる職種や業種への人材確保が難しい状況で
ある。 
・南魚沼地域雇用対策推進協議会、高等学校連絡協議会で、地元高等学校就職担当
教員や商工会を含めて情報共有ができているが、移住定住担当と商工担当との更な
る連携が求められている。 
・高校生向け応募前企業説明会や若者向けの就職ガイダンスは、ハローワークを含
めた連携により実施されている。しかし、若者向け就職ガイダンスは、参加者が少
ない課題があり、首都圏等での効果的な発信が求められている。 
・高校向け職場体験は、令和元年度から連携した取組みが始まっている。 

実施年度 R3 R4 R5 R6 R7 計 

スケジュ

ール 

【Ｕ・Ｉ・Ｊターン促進支援】 
・相談会・セミナー
の連携・情報発信検
討 
・移住支援組織の情
報共有 
・帰省バス事業の連
携検討 
・大学生向けインタ
ーンシップ情報共
有 
・若者向け就職ガイ
ダンス 

・相談会・セ
ミ ナ ー の 連
携・情報発信 
・移住支援組
織の情報共有 
・帰省バス事
業の連携 
・大学生向け
インターンシ
ップ情報共有 
・若者向け就
職ガイダンス 

・相談会・セミ
ナーの連携・情
報発信 
・移住支援組織
の情報共有 
・帰省バス事業
の連携 
・大学生向けイ
ンターンシッ
プ情報共有 
・若者向け就職
ガイダンス 

・相談会・セ
ミナーの連
携・情報発信 
・移住支援組
織の情報共
有 
・帰省バス事
業の連携 
・大学生向け
インターン
シップ情報
共有 
・若者向け就
職ガイダン
ス 

・相談会・セ
ミナーの連
携・情報発信 
・移住支援組
織の情報共
有 
・帰省バス事
業の連携 
・大学生向け
インターン
シップ情報
共有 
・若者向け就
職ガイダン
ス 

 

【郷土愛醸成・地元定着支援】    
・中学生に向けた取
組の情報共有 
・高校向け職場体験
の連携実施 
・高校生向け応募前
企業説明会の連携
実施 

・中学生に向
けた取組の情
報共有 
・高校向け職
場体験の連携
実施 
・高校生向け
応募前企業説
明会の連携実
施 

・中学生に向け
た取組の情報
共有 
・高校向け職場
体験の連携実
施 
・高校生向け応
募前企業説明
会の連携実施 

・中学生に向
けた取組の
情報共有 
・高校向け職
場体験の連
携実施 
・高校生向け
応募前企業
説明会の連
携実施 

・中学生に向
けた取組の
情報共有 
・高校向け職
場体験の連
携実施 
・高校生向け
応募前企業
説明会の連
携実施 

 
 

総事業費 
(単位：千円) 

1,543 未定 未定 未定 未定 未定 

【変更後】 
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【具体的な取組】 

事業名 定住促進事業 

事業概要 ・首都圏に在住する圏域出身者や移住検討者に対し、相談会・セミナー等の開催や
効果的な情報発信、圏域内の雇用の確保や地域産業の担い手の創出につながる取組
みを実施する。 
・転出の起因が圏域外への進学等によることから地元定着へ繋がる取組みを実施す
る。 

事業効果 ・Ｕ・Ｉ・Ｊターンを検討している若年層へ連携し動機付けを行うことで、希望居
住地や就業希望職種の選択肢が広がり、圏域内全体における将来的な人口流入が期
待できる。 
・事業を共同または連携して実施することで、経費の縮小や各市町のネットワーク
を使った幅広い情報発信が期待できる。 
・各市町の独自の事業について情報共有ができると共に、効果的な取組の連携を検
討することが期待できる。 

現状 ・各市町の動きにとどまっている相談会・セミナー等が多い中、首都圏移住相談会
などは連携が図れている。 
・圏域内では、高い求人倍率が続き、求人があってもなかなか人が集まらない状態。
特に、専門的知識や高度な技術が求めらる職種や業種への人材確保が難しい状況で
ある。 
・南魚沼地域雇用対策推進協議会、高等学校連絡協議会で、地元高等学校就職担当
教員や商工会を含めて情報共有ができているが、移住定住担当と商工担当との更な
る連携が求められている。 
・高校生向け応募前企業説明会や若者向けの就職ガイダンスは、ハローワークを含
めた連携により実施されている。しかし、若者向け就職ガイダンスは、参加者が少
ない課題があり、首都圏等での効果的な発信が求められている。 
・高校向け職場体験は、令和元年度から連携した取組みが始まっている。 

実施年度 R3 R4 R5 R6 R7 計 

スケジュ

ール 

【Ｕ・Ｉ・Ｊターン促進支援】 
・相談会・セミナー
の連携・情報発信検
討 
・移住支援組織の情
報共有 
・帰省バス事業の連
携検討 
・大学生向けインタ
ーンシップ情報共
有 
・若者向け就職ガイ
ダンス 

・相談会・セ
ミ ナ ー の 連
携・情報発信 
・移住支援組
織の情報共有 
・帰省バス事
業の連携検討 
・大学生向け
インターンシ
ップ情報共有 
・若者向け就
職ガイダンス 

・相談会・セミ
ナーの連携・情
報発信 
・移住支援組織
の情報共有 
・帰省バス事業
の連携 
・大学生向けイ
ンターンシッ
プ情報共有 
・若者向け就職
ガイダンス 

・相談会・セ
ミナーの連
携・情報発信 
・移住支援組
織の情報共
有 
・帰省バス事
業の連携 
・大学生向け
インターン
シップ情報
共有 
・若者向け就
職ガイダン
ス 

・相談会・セ
ミナーの連
携・情報発信 
・移住支援組
織の情報共
有 
・帰省バス事
業の連携 
・大学生向け
インターン
シップ情報
共有 
・若者向け就
職ガイダン
ス 

 

【郷土愛醸成・地元定着支援】    
・中学生に向けた取
組の情報共有 
・高校向け職場体験
の連携実施 
・高校生向け応募前
企業説明会の連携
実施 

・中学生に向
けた取組の情
報共有 
・高校向け職
場体験の連携
実施 
・高校生向け
応募前企業説
明会の連携実
施 

・中学生に向け
た取組の情報
共有 
・高校向け職場
体験の連携実
施 
・高校生向け応
募前企業説明
会の連携実施 

・中学生に向
けた取組の
情報共有 
・高校向け職
場体験の連
携実施 
・高校生向け
応募前企業
説明会の連
携実施 

・中学生に向
けた取組の
情報共有 
・高校向け職
場体験の連
携実施 
・高校生向け
応募前企業
説明会の連
携実施 

 
 

総事業費 
(単位：千円) 

1,543 1,104 未定 未定 未定 未定 



【変更前】 
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南魚沼市
の役割 

・2 市 1 町で情報交換しながら連携できる事業を進める。 

・共同実施や連携可能な事業を検討する。 

・関係機関への情報共有や提供を行う。 

魚沼市の
役割 

・2 市 1 町で情報交換しながら連携できる事業を進める。 

・共同実施や連携可能な事業を検討する。 

・関係機関への情報共有や提供を行う。 

湯沢町の
役割 

・2 市 1 町で情報交換しながら連携できる事業を進める。 

・共同実施や連携可能な事業を検討する。 

・関係機関への情報共有や提供を行う。 

備考  

【変更後】 
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南魚沼市
の役割 

・2市 1 町で情報交換しながら連携できる事業を進める。 

・共同実施や連携可能な事業を検討する。 

・関係機関への情報共有や提供を行う。 

魚沼市の
役割 

・2市 1 町で情報交換しながら連携できる事業を進める。 

・共同実施や連携可能な事業を検討する。 

・関係機関への情報共有や提供を行う。 

湯沢町の
役割 

・2市 1 町で情報交換しながら連携できる事業を進める。 

・共同実施や連携可能な事業を検討する。 

・関係機関への情報共有や提供を行う。 

備考  



【変更前】 
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【具体的な取組】 

 事業名 産業連携事業 

事業概要 圏域内の新たな事業の創発や事業継承、企業間連携、そして大学と企業の

連携の促進を図るため、圏域全体を対象とした取組みを実施する。 

事業効果 ・圏域内において起業者数の増加が期待できる。 

・各市町の特色を活かした圏域内企業間の連携の促進による圏域経済の活性

化が期待できる。 

・事業を共同または連携して実施することで、経費の縮小や機会の増改、効

果的な情報発信が期待できる。 

現状 ・創業支援セミナー等は相互周知でとどまっている。 

・各市町に業界団体があるものの企業間連携は図れていない。 

・各市町単体で様々な大学との連携が進められている。 

実施年度 R3 R4 R5 R6 R7 計 

スケジュ

ール 

・創業・事業

継承支援事

業の相互周

知継続 

・連携可能な

大学や企業

間連携促進

事業の検討 

 

・創業・事業

継承支援事

業の相互周

知継続 

・連携可能な

大学や企業

間連携促進

事業の検討 

 

・創業・事業

継承支援事

業の相互周

知継続 

・連携可能な

大学や企業

間連携促進

事業の検討 

 

・創業・事業

継承支援事

業の相互周

知継続 

・連携可能な

大学や企業

間連携促進

事業の検討 

 

・創業・事業

継承支援事

業の相互周

知継続 

・連携可能な

大学や企業

間連携促進

事業の検討 

 

 

総事業費 

(単位：千円) 
598 未定 未定 未定 未定 未定 

南魚沼市

の役割 

・共同実施や連携可能な事業を検討する。 

・関係機関への情報共有や提供を行う。 

魚沼市の

役割 

・共同実施や連携可能な事業を検討する。 

・関係機関への情報共有や提供を行う。 

湯沢町の

役割 

・共同実施や連携可能な事業を検討する。 

・関係機関への情報共有や提供を行う。 

備考  

【変更後】 
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【具体的な取組】 

 

 

事業名 産業連携事業 

事業概要 圏域内の新たな事業の創発や事業継承、企業間連携、そして大学と企業の

連携の促進を図るため、圏域全体を対象とした取組みを実施する。 

事業効果 ・圏域内において起業者数の増加が期待できる。 

・各市町の特色を活かした圏域内企業間の連携の促進による圏域経済の活性

化が期待できる。 

・事業を共同または連携して実施することで、経費の縮小や機会の増改、効

果的な情報発信が期待できる。 

現状 ・創業支援セミナー等は相互周知でとどまっている。 

・各市町に業界団体があるものの企業間連携は図れていない。 

・各市町単体で様々な大学との連携が進められている。 

実施年度 R3 R4 R5 R6 R7 計 

スケジュ

ール 

・創業・事業

継承支援事

業の相互周

知継続 

・連携可能な

大学や企業

間連携促進

事業の検討 

 

・創業・事業

継承支援事

業の相互周

知継続、合同

セミナーの

開催 

・創業者同士

のネットワ

ークを形成

する取組の

検討 

・連携可能な

大学や企業

間連携促進

事業の検討 

 

・創業・事業

継承支援事

業の相互周

知継続、合同

セミナーの

開催 

・創業者同士

のネットワ

ークを形成

する取組の

実施 

・連携可能な

大学や企業

間連携促進

事業の検討 

 

・創業・事業

継承支援事

業の相互周

知継続、合同

セミナーの

開催 

・創業者同士

のネットワ

ークを形成

する取組の

実施 

・連携可能な

大学や企業

間連携促進

事業の検討 

 

・創業・事業

継承支援事

業の相互周

知継続、合同

セミナーの

開催 

・創業者同士

のネットワ

ークを形成

する取組の

実施 

・連携可能な

大学や企業

間連携促進

事業の実施 

 

 

総事業費 

(単位：千円) 
598 3,103 未定 未定 未定 未定 

南魚沼市

の役割 

・共同実施や連携可能な事業を検討する。 

・関係機関への情報共有や提供を行う。 

魚沼市の

役割 

・共同実施や連携可能な事業を検討する。 

・関係機関への情報共有や提供を行う。 

湯沢町の

役割 

・共同実施や連携可能な事業を検討する。 

・関係機関への情報共有や提供を行う。 

備考  



【変更前】 

41 
 

【具体的な取組】 

事業名 圏域観光情報窓口事業 

事業概要 ・越後湯沢駅内の広域観光情報センターを圏域の観光情報窓口に位置付け、イ

ンバウンド観光にも対応した観光案内サービスを行う。また、観光メニュー（温

泉など目的別観光案内）の開発や、圏域観光情報をSNS等に掲載する。 

事業効果 ・圏域全体の観光情報を発信することにより、圏域内の観光入込客数の増加や

滞在期間の延長が期待できる。 

現状 ・現在の越後湯沢駅内の広域観光情報センターは、湯沢町とえちご魚沼観光開

発協議会（南魚沼市・湯沢町・JR東日本・NEXCO 東日本）が湯沢町観光まちづ

くり機構に委託し、観光案内業務を行っている。 

・現在、広域観光情報センターでは、把握可能な範囲で各市町の観光情報を案

内しているものの、対応できない場合にはその都度問合せ先を紹介している。 

・浦佐駅内に、うおぬま・浦佐駅観光案内所「MYU（ミュウ）」を開設し、南魚

沼市観光協会と魚沼市観光協会が共同で運営を行っている。 

実施年度 R3 R4 R5 R6 R7 計 

スケジュ

ール 

・連携事業の

実施 

・魚沼市、南

魚沼市、両市

観光協会と

の調整 

・経費負担等

の協議 

・連携事業の

実施 

・魚沼市、南

魚沼市、両市

観光協会と

の調整、検討 

・経費負担等

の協議 

・連携事業の

実施 

・魚沼市、南

魚沼市、両市

観光協会との

連携実施に向

けた調整 

・経費負担等

の協議 

・連携事業の

実施 

 

・連携事業の

実施 

 

 

総事業費 

(単位：千円) 
1,031 未定 未定 未定 未定 未定 

南魚沼市

の役割 

・旬の食事や花の見頃など季節に応じて開催されるイベントや観光資源の情報

提供と財政支援を行う。また、交通事業者に対して便数の増加やダイヤの見直

しを働きかけることで、二次交通の利便性を向上させる。 

魚沼市の

役割 

・旬の食事や花の見頃など季節に応じて開催されるイベントや観光資源の情報

提供と財政支援を行う。また、交通事業者に対して便数の増加やダイヤの見直

しを働きかけることで、二次交通の利便性を向上させる。 

湯沢町の

役割 

・旬の食事や花の見頃など季節に応じて開催されるイベントや観光資源の情報

提供と財政支援を行う。また、交通事業者に対して便数の増加やダイヤの見直

しを働きかけることで、二次交通の利便性を向上させる。 

備考  

 

【変更後】 

 

41 
 

【具体的な取組】 

事業名 圏域観光情報窓口事業 

事業概要 ・越後湯沢駅内の広域観光情報センターを圏域の観光情報窓口に位置付け、イ

ンバウンド観光にも対応した観光案内サービスを行う。また、観光メニュー（温

泉など目的別観光案内）の開発や、圏域観光情報をSNS等に掲載する。 

事業効果 ・圏域全体の観光情報を発信することにより、圏域内の観光入込客数の増加や

滞在期間の延長が期待できる。 

現状 ・現在の越後湯沢駅内の広域観光情報センターは、湯沢町とえちご魚沼観光開

発協議会（南魚沼市・湯沢町・JR東日本・NEXCO 東日本）が湯沢町観光まちづ

くり機構に委託し、観光案内業務を行っている。 

・現在、広域観光情報センターでは、把握可能な範囲で各市町の観光情報を案

内しているものの、対応できない場合にはその都度問合せ先を紹介している。 

・浦佐駅内に、うおぬま・浦佐駅観光案内所「MYU（ミュウ）」を開設し、南魚

沼市観光協会と魚沼市観光協会が共同で運営を行っている。 

実施年度 R3 R4 R5 R6 R7 計 

スケジュ

ール 

・連携事業の

実施 

・魚沼市、南

魚沼市、両市

観光協会と

の調整 

・経費負担等

の協議 

・連携事業の実施 

・湯沢町、魚沼市、

南魚沼市、各市町

観光協会との調

整、事業検討 

・道の駅との連携

を検討 

・経費負担等の協

議 

・連携事業の実施 

・湯沢町、魚沼市、

南魚沼市、各市町

観光協会との連携

実施に向けた調整 

・道の駅との連携

を検討 

・経費負担等の協

議 

・連携事業

の実施 

 

・連携事業

の実施 

 

 

総事業費 

(単位：千円) 
1,031 1,822 未定 未定 未定 未定 

南魚沼市

の役割 

・旬の食事や花の見頃など季節に応じて開催されるイベントや観光資源の情報

提供と財政支援を行う。また、交通事業者に対して便数の増加やダイヤの見直

しを働きかけることで、二次交通の利便性を向上させる。 

魚沼市の

役割 

・旬の食事や花の見頃など季節に応じて開催されるイベントや観光資源の情報

提供と財政支援を行う。また、交通事業者に対して便数の増加やダイヤの見直

しを働きかけることで、二次交通の利便性を向上させる。 

湯沢町の

役割 

・旬の食事や花の見頃など季節に応じて開催されるイベントや観光資源の情報

提供と財政支援を行う。また、交通事業者に対して便数の増加やダイヤの見直

しを働きかけることで、二次交通の利便性を向上させる。 

備考  

 



【変更前】 

43 
 

【具体的な取組】 

事業名 廃棄物処理等広域連携事業 

事業概要 ・従来から行ってきた広域的な取組や、新ごみ処理施設建設の協議により積上

げてきた横断的な課題を踏まえながら、広域的な廃棄物処理等における連携体

制を目指す。 

事業効果 ・共通的課題の整理、共有を図り、災害時や施設トラブルなど、有事における

広域的な連携体制を構築することにより、相互支援の枠組による対応が期待で

きる。 

・国が行う施策やごみ行政全般における連携により、多角的な視点による新た

な取組が期待できる。 

現状 ・平成２７年２月３日基本合意に基づく２市１町での新ごみ処理施設建設につ

いては、令和３年３月８日における方針の見直しにより、南魚沼市と湯沢町１

施設、魚沼市１施設のそれぞれで整備することに決定。 

・２市１町は、これまでの新ごみ処理施設建設にかかる検討委員会及び、作業

部会で培ってきた内容を踏まえ、今後も取組について連携して行くことで合

意。 

・現在、魚沼市のごみ処理施設へ委託処理を行っている大和地域については、

南魚沼市と湯沢町が建設する新ごみ処理施設の稼働開始に併せ、南魚沼市での

処理に移行する。 

実施年度 R3 R4 R5 R6 R7 計 

スケジュ

ール 

・課題整理 

・取組想定の

整理 

・目的分野の

明確化 

・課題整理 

・取組想定の

協議 

・構成団体ご

との取組（関

係機関、団体

等との協議） 

・構成団体の

取組につい

て整理 

・広域的な枠

組について

検討 

・連携協定の

締結 

・大和地域へ

の対応につ

いて検討 

・連携協定に

基づく取組

の実施 

・大和地域へ

の対応につ

いて検討 

 

総事業費 

(単位：千円) 
0 未定 未定 未定 未定 未定 

南魚沼市

の役割 

・幹事自治体として南魚沼市が中心的役割を担う。 

・定期的な協議の開催。 

魚沼市の

役割 

・２市１町で事業を進める。 

湯沢町の

役割 

・２市１町で事業を進める。 

備考  

 

【変更後】 

 

43 
 

【具体的な取組】 

事業名 廃棄物処理等広域連携事業 

事業概要 ・従来から行ってきた広域的な取組や、新ごみ処理施設建設の協議により積上

げてきた横断的な課題を踏まえながら、広域的な廃棄物処理等における連携体

制を目指す。 

事業効果 ・共通的課題の整理、共有を図り、災害時や施設トラブルなど、有事における広域

的な連携体制を構築することにより、相互支援の枠組による対応が期待できる。 

・国が行う施策やごみ行政全般における連携により、多角的な視点による新たな取

組が期待できる。 

現状 ・平成２７年２月３日基本合意に基づく２市１町での新ごみ処理施設建設については、令和

３年３月８日における方針の見直しにより、南魚沼市と湯沢町１施設、魚沼市１施設のそれ

ぞれで整備することに決定。 

・２市１町は、これまでの新ごみ処理施設建設にかかる検討委員会及び、作業部会で培って

きた内容を踏まえ、今後も取組について連携して行くことで合意。 

・現在、魚沼市のごみ処理施設へ委託処理を行っている大和地域については、南魚沼市と湯

沢町が建設する新ごみ処理施設の稼働開始に併せ、南魚沼市での処理に移行する。 

・平成２８年１０月から２市１町は、生ごみを削減し、ごみ減量化を推進するため、圏域内

で営業する飲食店や宿泊施設等を対象として「おいしい食べきり運動」を実施している。 

実施年度 R3 R4 R5 R6 R7 計 

スケジュ

ール 

・課題整理 

・取組想定の整理 

・目的分野の明確化 

・おいしい食べきり

運動の推進 

・課題整理 

・取組想定の協議 

・構成団体ごとの取

組（関係機関、団体

等との協議） 

・おいしい食べきり

運動の推進、ごみ減

量化施策の深化 

・構成団体の取組

について整理 

・広域的な枠組に

ついて検討 

・おいしい食べき

り運動の推進、ご

み減量化施策の

深化 

・連携協定の締結 

・大和地域への対

応について検討 

・おいしい食べき

り運動の推進、ご

み減量化施策の

深化 

・連携協定に基づ

く取組の実施 

・大和地域への対

応について検討 

・おいしい食べき

り運動の推進、ご

み減量化施策の

深化 

 

総事業費 

(単位：千円) 
0 385 未定 未定 未定 未定 

南魚沼市

の役割 

・幹事自治体として南魚沼市が中心的役割を担う。 

・定期的な協議の開催。 

魚沼市の

役割 

・２市１町で事業を進める。 

湯沢町の

役割 

・２市１町で事業を進める。 

備考  

 



【変更前】 

44 
 

【具体的な取組】 

事業名 し尿等受入施設広域化事業 

事業概要 ・従来から行ってきた広域的な取組を維持しながら、し尿等受入施設を２市１町

で建設し、広域的な処理体制を整備する。 

事業効果 ・広域化することにより建設費及び管理運営費の大幅な経費節減が期待できる。 

・環境負荷の低減が期待できる。 

現状 ・既存施設の老朽化により、新し尿等の受入施設を２市１町で建設した。 

（平成30年２月28日に新施設が完成し、平成30年度から運用を開始している。） 

・魚沼市と南魚沼地域（南魚沼市、湯沢町）の負担割合及び支払時期は協定によ

り合意済み。（平成26年３月28日に協定締結） 

・処理経費については、H29と比較し約4割減。 

実施年度 R3 R4 R5 R6 R7 計 

スケジュ

ール 

・管理運営 ・管理運営 ・管理運営 ・管理運営 ・管理運営  

総事業費 

(単位：千円) 
74,962 未定 未定 未定 未定 未定 

南魚沼市

の役割 

・２市１町で事業を進める。 

・南魚沼市において施設の建設及び管理運営を行い、魚沼市及び湯沢町から負担

金を徴収する。 

魚沼市の

役割 

・２市１町で事業を進める。 

・共同で費用を負担する。 

湯沢町の

役割 

・２市１町で事業を進める。 

・共同で費用を負担する。 

備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【変更後】 

 

44 
 

【具体的な取組】 

事業名 し尿等受入施設広域化事業 

事業概要 ・従来から行ってきた広域的な取組を維持しながら、し尿等受入施設を２市１町

で建設し、広域的な処理体制を整備する。 

事業効果 ・広域化することにより建設費及び管理運営費の大幅な経費節減が期待できる。 

・環境負荷の低減が期待できる。 

現状 ・既存施設の老朽化により、新し尿等の受入施設を２市１町で建設した。 

（平成30年２月28日に新施設が完成し、平成30年度から運用を開始している。） 

・魚沼市と南魚沼地域（南魚沼市、湯沢町）の負担割合及び支払時期は協定によ

り合意済み。（平成26年３月28日に協定締結） 

・処理経費については、H29と比較し約4割減。 

実施年度 R3 R4 R5 R6 R7 計 

スケジュ

ール 

・管理運営 

・搬入路の改

良工事 

・管理運営 

・搬入路の改

良工事 

・管理運営 

・搬入路の改

良工事 

・管理運営 ・管理運営  

総事業費 

(単位：千円) 
74,962 102,796 未定 未定 未定 未定 

南魚沼市

の役割 

・２市１町で事業を進める。 

・南魚沼市において施設の建設及び管理運営を行い、魚沼市及び湯沢町から負担

金を徴収する。 

魚沼市の

役割 

・２市１町で事業を進める。 

・共同で費用を負担する。 

湯沢町の

役割 

・２市１町で事業を進める。 

・共同で費用を負担する。 

備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【変更前】 

47 
 

【具体的な取組】 

事業名 消費生活相談体制の強化事業 

事業概要 ・圏域内の消費生活に関する安全・安心を確保するため、相談内容や対応状況について

情報交換や、圏域内住民の相談窓口利用の自由化により、適切な対応が図られる体制を

構築する。また、２市１町で連携しながら啓発活動を実施するほか、それぞれの相談員

を対象とした学習会を共同で開催する。 

事業効果 ・窓口利用の自由化により利便性が向上し、消費者問題の把握、相談体制の充実が図ら

れる。 

・圏域内で発生した消費生活問題に対し、情報の共有と対応の効率化が図られる。 

・啓発活動を共同で行うことにより、住民に対する啓発を効率的に行うことができる。 

・学習会の共同開催を通して、相談員の質の向上が期待できる。 

現状 ・南魚沼市においては、消費生活センターを設置している。 

・魚沼市においては、平成 29 年度から消費生活センターを設置している。 

・湯沢町においては、相談窓口で担当職員が対応している。平成 27 年度に「形成協定」

を締結したことから、消費生活センターを設置していない湯沢町においても消費生

活センターを設置したとみなされた。 

・講演会等の共同開催により、連携が図られてきている。 

実施年度 R3 R4 R5 R6 R7 計 

スケジュ

ール 

・相談窓口の

相互利用 

・啓発活動 

・情報交換、

学習会開催 

・相談窓口の

相互利用 

・啓発活動 

・情報交換、

学習会開催 

・相談窓口の

相互利用 

・啓発活動 

・情報交換、

学習会開催 

・相談窓口の

相互利用 

・啓発活動 

・情報交換、

学習会開催 

・相談窓口の

相互利用 

・啓発活動 

・情報交換、

学習会開催 

 

総事業費 

(単位：千円) 
948 未定 未定 未定 未定 未定 

南魚沼市

の役割 

・相談窓口の相互利用により、充実した相談体制を構築する。 

・各市町で受け付けた消費生活関連の相談等について情報交換を行う。また、共同

で学習会を開催する。 

・各市町と連携して啓発活動に取り組む。 

魚沼市の

役割 

・相談窓口の相互利用により、充実した相談体制を構築する。 

・各市町で受け付けた消費生活関連の相談等について情報交換を行う。また、共同

で学習会を開催する。 

・各市町と連携して啓発活動に取り組む。 

湯沢町の

役割 

・相談窓口の相互利用により、充実した相談体制を構築する。 

・各市町で受け付けた消費生活関連の相談等について情報交換を行う。また、共同

で学習会を開催する。 

・各市町と連携して啓発活動に取り組む。 

備考  

【変更後】 

 

47 
 

【具体的な取組】 

事業名 消費生活相談体制の強化事業 

事業概要 ・圏域内の消費生活に関する安全・安心を確保するため、相談内容や対応状況について

情報交換や、圏域内住民の相談窓口利用の自由化により、適切な対応が図られる体制を

構築する。また、２市１町で連携しながら啓発活動を実施するほか、それぞれの相談員

を対象とした学習会を共同で開催する。 

事業効果 ・窓口利用の自由化により利便性が向上し、消費者問題の把握、相談体制の充実が図ら

れる。 

・圏域内で発生した消費生活問題に対し、情報の共有と対応の効率化が図られる。 

・啓発活動を共同で行うことにより、住民に対する啓発を効率的に行うことができる。 

・学習会の共同開催を通して、相談員の質の向上が期待できる。 

現状 ・南魚沼市においては、消費生活センターを設置している。 

・魚沼市においては、平成 29 年度から消費生活センターを設置している。 

・湯沢町においては、相談窓口で担当職員が対応している。平成 27 年度に「形成協定」

を締結したことから、消費生活センターを設置していない湯沢町においても消費生

活センターを設置したとみなされた。 

・講演会等の共同開催により、連携が図られてきている。 

実施年度 R3 R4 R5 R6 R7 計 

スケジュ

ール 

・相談窓口の

相互利用 

・啓発活動 

・情報交換、

学習会開催 

・相談窓口の

相互利用 

・啓発活動 

・情報交換、

学習会開催 

・相談窓口の

相互利用 

・啓発活動 

・情報交換、

学習会開催 

・相談窓口の

相互利用 

・啓発活動 

・情報交換、

学習会開催 

・相談窓口の

相互利用 

・啓発活動 

・情報交換、

学習会開催 

 

総事業費 

(単位：千円) 
948 963 未定 未定 未定 未定 

南魚沼市

の役割 

・相談窓口の相互利用により、充実した相談体制を構築する。 

・各市町で受け付けた消費生活関連の相談等について情報交換を行う。また、共同

で学習会を開催する。 

・各市町と連携して啓発活動に取り組む。 

魚沼市の

役割 

・相談窓口の相互利用により、充実した相談体制を構築する。 

・各市町で受け付けた消費生活関連の相談等について情報交換を行う。また、共同

で学習会を開催する。 

・各市町と連携して啓発活動に取り組む。 

湯沢町の

役割 

・相談窓口の相互利用により、充実した相談体制を構築する。 

・各市町で受け付けた消費生活関連の相談等について情報交換を行う。また、共同

で学習会を開催する。 

・各市町と連携して啓発活動に取り組む。 

備考  



【変更前】 

49 
 

【具体的な取組】 

事業名 路線バス支援事業 

事業概要 ・圏域内における生活交通等を確保するため、地域公共交通ネットワークであ

る基幹バス路線の運行を維持する。 

・既存の基幹バス路線については、主要公共施設等への運行延長を図ることに

より、地域住民の利便性を向上させる。 

事業効果 ・圏域内の基幹バス路線を確保することにより、通勤、通学又は通院等におけ

る生活交通の維持が図られるとともに、圏域内の交流促進と連携強化が期待で

きる。 

・主要医療機関への交通利便性が図られ、基幹路線バス利用者の増加が期待さ

れる。 

現状 ・基幹バス路線は、通勤や通学における生活交通として利用されている。 

・基幹バス路線の魚沼基幹病院等への乗入れ経路については、バス運行事業者

及び病院等との協議を実施している。 

実施年度 R3 R4 R5 R6 R7 計 

スケジュ

ール 

・運行継続 

・バス事業者

との協議 

・運行継続 

・時刻表の 

 見直し 

・運行継続 

・バス事業 

者との協議 

・運行継続 

・バス事業者

との協議 

・運行継続 

・主要公共施

設等への

乗入れ 

 

 

総事業費 

(単位：千円) 
26,032 未定 未定 未定 未定 未定 

南魚沼市

の役割 

・基幹バス路線の運行延長に関する協議と調整を共同して行う。 

・基幹バス路線等の運行延長に伴う経費や運行継続に要する費用を共同で負担

する。 

魚沼市の

役割 

・基幹バス路線の運行延長に関する協議と調整を共同して行う。 

・基幹バス路線等の運行延長に伴う経費や運行継続に要する費用を共同で負担

する。 

湯沢町の

役割 

・基幹バス路線の運行延長に関する協議と調整を共同して行う。 

・基幹バス路線等の運行延長に伴う経費や運行継続に要する費用を共同で負担

する。 

備考  

 

  

【変更後】 

 

49 
 

【具体的な取組】 

事業名 路線バス支援事業 

事業概要 ・圏域内における生活交通等を確保するため、地域公共交通ネットワークであ

る基幹バス路線の運行を維持する。 

・既存の基幹バス路線については、主要公共施設等への運行延長を図ることに

より、地域住民の利便性を向上させる。 

事業効果 ・圏域内の基幹バス路線を確保することにより、通勤、通学又は通院等におけ

る生活交通の維持が図られるとともに、圏域内の交流促進と連携強化が期待で

きる。 

・主要医療機関への交通利便性が図られ、基幹路線バス利用者の増加が期待さ

れる。 

現状 ・基幹バス路線は、通勤や通学における生活交通として利用されている。 

・基幹バス路線の主要公共施設への乗入れ経路については、バス運行事業者及

び関係機関との協議を実施している。 

・令和３年 10月から基幹路線バス（六日町-浦佐-小出線）の魚沼基幹病院へ

の乗り入れを実証実験として運行開始した。 

実施年度 R3 R4 R5 R6 R7 計 

スケジュ

ール 

・運行継続 

・バス事業者

との協議 

・運行継続 

・時刻表の 

 見直し 

・運行継続 

・バス事業 

者との協議 

・運行継続 

・バス事業者

との協議 

・運行継続 

・主要公共施

設等への

乗入れ 

 

 

総事業費 

(単位：千円) 
26,032 30,119 未定 未定 未定 未定 

南魚沼市

の役割 

・基幹バス路線の運行延長に関する協議と調整を共同して行う。 

・基幹バス路線等の運行延長に伴う経費や運行継続に要する費用を共同で負担

する。 

魚沼市の

役割 

・基幹バス路線の運行延長に関する協議と調整を共同して行う。 

・基幹バス路線等の運行延長に伴う経費や運行継続に要する費用を共同で負担

する。 

湯沢町の

役割 

・基幹バス路線の運行延長に関する協議と調整を共同して行う。 

・基幹バス路線等の運行延長に伴う経費や運行継続に要する費用を共同で負担

する。 

備考  

 

  



【変更前】 

51 
 

【具体的な取組】 

事業名 婚活支援事業 

事業概要 ・各市町で開催されている結婚支援事業（婚活イベント、自己啓発セミナー及び結婚

相談等）について、イベント情報を共同発信することにより、圏域内外から幅広く参

加を促す。また、地域住民が統一された条件の下で支援を受けられる体制を実現する。 

事業効果 ・圏域内外において出会いの機会の選択肢が増える。 

・地元で開催される婚活支援事業に参加することに抵抗感を抱く者に対して、地元以

外で開催される事業への参加機会を提供できる。 

・ソーシャルスキルを身に付けるセミナーを開催することによってスキルアップを図

り、マッチングの機会を増やす。 

現状 ・魚沼市では独自に実施している一方、南魚沼市と湯沢町では、「南魚沼地域広域計

画協議会」において共同で実施している。 

・近隣地域での婚活には、精神的なバリアがあるため、いかに「婚活感」を出さない

ように事業を行うかが課題となっている。 

・ハートマッチにいがた臨時サポートデスクを圏域内で開設する。 

実施年度 R3 R4 R5 R6 R7 計 

スケジュ

ール 

・事業内容（イ

ベント等）の

協議・運営 

・情報の共同

発信 

・イベントの

運営 

・情報の共同

発信 

・イベントの

運営 

・情報の共同

発信 

・イベントの運

営 

・情報の共同発

信 

・イベントの運

営 

・情報の共同発

信 

 

総事業費 

(単位：千円) 
4,996 未定 未定 未定 未定 未定 

南魚沼市

の役割 

・地域住民が同一の条件で参加できる体制を目指す。 

・婚活支援事業に関するイベント情報を共同で発信する。 

・会場となる施設の提供や人的支援等を行う。 

魚沼市の

役割 

・地域住民が同一の条件で参加できる体制を目指す。 

・婚活支援事業に関するイベント情報を共同で発信する。 

・会場となる施設の提供や人的支援等を行う。 

湯沢町の

役割 

・地域住民が同一の条件で参加できる体制を目指す。 

・婚活支援事業に関するイベント情報を共同で発信する。 

・会場となる施設の提供や人的支援等を行う。 

備考 ・交流人口の増加を図りながら、事業効果の向上を図るため、将来的には圏域外の市

町村とも連携を目指す。 

 

  

【変更後】 

 

51 
 

【具体的な取組】 

事業名 婚活支援事業 

事業概要 ・各市町で開催されている結婚支援事業（婚活イベント、自己啓発セミナー及び結婚

相談等）について、イベント情報を共同発信することにより、圏域内外から幅広く参

加を促す。また、地域住民が統一された条件の下で支援を受けられる体制を実現する。 

事業効果 ・圏域内外において出会いの機会の選択肢が増える。 

・地元で開催される婚活支援事業に参加することに抵抗感を抱く者に対して、地元以

外で開催される事業への参加機会を提供できる。 

・ソーシャルスキルを身に付けるセミナーを開催することによってスキルアップを図

り、マッチングの機会を増やす。 

現状 ・魚沼市では独自に実施している一方、南魚沼市と湯沢町では、「南魚沼地域広域計

画協議会」において共同で実施している。 

・近隣地域での婚活には、精神的なバリアがあるため、いかに「婚活感」を出さない

ように事業を行うかが課題となっている。 

・ハートマッチにいがた臨時サポートデスクを圏域内で開設する。 

実施年度 R3 R4 R5 R6 R7 計 

スケジュ

ール 

・事業内容（イベ

ント等）の協議・

運営 

・情報の共同発信 

・イベントの運営 

・情報の共同発信 

・２市１町での出

会い創出イベン

ト検討 

・イベントの運営 

・情報の共同発信 

・２市１町での出

会い創出イベン

ト実施 

・イベントの運営 

・情報の共同発信 

・２市１町での出

会い創出イベン

ト実施 

・イベントの運営 

・情報の共同発信 

・２市１町での出

会い創出イベン

ト実施 

 

総事業費 

(単位：千円) 
4,996 7,535 未定 未定 未定 未定 

南魚沼市

の役割 

・地域住民が同一の条件で参加できる体制を目指す。 

・婚活支援事業に関するイベント情報を共同で発信する。 

・会場となる施設の提供や人的支援等を行う。 

魚沼市の

役割 

・地域住民が同一の条件で参加できる体制を目指す。 

・婚活支援事業に関するイベント情報を共同で発信する。 

・会場となる施設の提供や人的支援等を行う。 

湯沢町の

役割 

・地域住民が同一の条件で参加できる体制を目指す。 

・婚活支援事業に関するイベント情報を共同で発信する。 

・会場となる施設の提供や人的支援等を行う。 

備考 ・交流人口の増加を図りながら、事業効果の向上を図るため、将来的には圏域外の市

町村とも連携を目指す。 

 

  



【変更前】 

52 
 

【具体的な取組】 

事業名 子育て拠点施設の相互利用事業 

事業概要 ・圏域内の子育て拠点施設が、それぞれの特徴を活かしつつ、連携すること

により、様々な子育て親子のニーズに応えられる事業に改善。 

・情報や課題を共有し、圏域内全体という視点での事業見直し、事業協力・

連携の検討、相互利用の周知徹底圏域内情報発信の拡充。 

事業効果 ・レジャーや買い物等のついでに、住所が異なる市・町の「親子遊びの場」

を紹介することで選択肢が増え、利便性も向上し、ママ・パパにとって楽し

い子育て環境づくりを提供できる。 

・「親子遊びの場」の相互利用情報とともに、各市町の「子育てスポット」「遊

び場、公園」「旬なイベント」ほか各種子育て情報を、広域的に利用者へ情

報発信が見込まれる。 

・圏域内交流の経済活動も含めた活性化、圏域外への子育て環境の PR 効果

が見込まれる。 

現状 ・圏域内の子育て支援拠点は、湯沢町には総合子育て支援センター「ふれあ

いひろば」に加え R元年 11 月にキッズスペース「雪ん子」がオープン、南

魚沼市は H29 年 12 月に「子育ての駅ほのぼの」がオープン、魚沼市は「子

育て支援センターぱぴぷ」に加え、H30 年５月「子育ての駅かたっくり」が

オープンし、圏域内の施設面の充実が進んでいる。 
・広場等の活動スペースでは市外利用者も相互に受け入れている。 

実施年度 R3 R4 R5 R6 R7 計 

スケジュ

ール 

共通フォー
マットで情
報発信が可
能か検討 

共通フォー
マットでの
情報配信内
容について
検討 

共通フォー
マットでの
情報配信 

前年度まで
の連携事業
の検証 

検証を踏ま
えての連携
事業の見直
し 

 

 

総事業費 

(単位：千円) 
62,615 未定 未定 未定 未定 未定 

南魚沼市

の役割 

・利用状況の調査を行い、連携事業の強化について検討する。 

・特色を生かした PR を行うため、魚沼市、湯沢町との連携のとりまとめ役

となる。 

魚沼市の

役割 

・特色を生かした PR 活動を行う。 

湯沢町の

役割 

・特色を生かした PR 活動を行う。 

備考 ※現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策により相互利用は行ってい

ないため、事業実施には検討を要する。 

 

  

【変更後】 

 

52 
 

【具体的な取組】 

事業名 子育て拠点施設の相互利用事業 

事業概要 ・圏域内の子育て拠点施設が、それぞれの特徴を活かしつつ、連携すること

により、様々な子育て親子のニーズに応えられる事業に改善。 

・情報や課題を共有し、圏域内全体という視点での事業見直し、事業協力・

連携の検討、相互利用の周知徹底圏域内情報発信の拡充。 

事業効果 ・レジャーや買い物等のついでに、住所が異なる市・町の「親子遊びの場」

を紹介することで選択肢が増え、利便性も向上し、ママ・パパにとって楽し

い子育て環境づくりを提供できる。 

・「親子遊びの場」の相互利用情報とともに、各市町の「子育てスポット」「遊

び場、公園」「旬なイベント」ほか各種子育て情報を、広域的に利用者へ情

報発信が見込まれる。 

・圏域内交流の経済活動も含めた活性化、圏域外への子育て環境の PR 効果

が見込まれる。 

現状 ・圏域内の子育て支援拠点は、湯沢町には総合子育て支援センター「ふれあ

いひろば」に加え R元年 11 月にキッズスペース「雪ん子」がオープン、南

魚沼市は H29 年 12 月に「子育ての駅ほのぼの」がオープン、魚沼市は「子

育て支援センターぱぴぷ」に加え、H30 年５月「子育ての駅かたっくり」が

オープンし、圏域内の施設面の充実が進んでいる。 
・広場等の活動スペースでは市外利用者も相互に受け入れている。 

実施年度 R3 R4 R5 R6 R7 計 

スケジュ

ール 

共通フォー
マットで情
報発信が可
能か検討 

共通フォー
マットでの
情報配信内
容について
検討 

共通フォー
マットでの
情報配信 

前年度まで
の連携事業
の検証 

検証を踏ま
えての連携
事業の見直
し 

 

 

総事業費 

(単位：千円) 
62,615 72,545 未定 未定 未定 未定 

南魚沼市

の役割 

・利用状況の調査を行い、連携事業の強化について検討する。 

・特色を生かした PR を行うため、魚沼市、湯沢町との連携のとりまとめ役

となる。 

魚沼市の

役割 

・特色を生かした PR 活動を行う。 

湯沢町の

役割 

・特色を生かした PR 活動を行う。 

備考  

 

  



【変更前】 

57 
 

【具体的な取組】 

事業名 職員の人材育成のための合同研修 

事業概要 ・各市町において実施している独自の職員研修を、圏域の自治体職員を対象と

して合同で実施する。 

・圏域共通のテーマについて職員の合同研修を行う。 

事業効果 ・職員間で各市町や圏域に共通する課題の情報共有が図られ、広域連携の視点

や圏域全体をマネジメントする視点が育まれる。 

・共通する研修を合同で実施することにより、研修経費が削減できる。 

・市町間職員相互の交流によって業務上の連携が深まり、円滑な事務執行や業

務改善を図ることができる。 

現状 ・各市町において実施している独自の研修は共通した内容が多い。 

・各市町で共通した内容の事業を実施している場合もあるが、各市町の事業課

担当職員が顔を合わせて話し合う機会は少なく、広域連携を検討する場も少な

い。 

・各市町間において担当以外の職員との交流の機会が少ないため、各市町で実

施している先進事例や独自の取組状況についての情報が十分に共有されず、事

務の改善等が進みにくい。 

・平成27年度から、年に１回程度、魚沼地域定住自立圏構想ワーキンググルー

プ会議を開催している。 

実施年度 R3 R4 R5 R6 R7 計 

スケジュ

ール 

・合同研修等

の実施 

・合同研修等

の実施 

・合同研修等

の実施 

・合同研修等

の実施 

・合同研修等

の実施 

 

総事業費 

(単位：千円) 
127 未定 未定 未定 未定 未定 

南魚沼市

の役割 

・職員の参加を促す。 

・研修内容を検討し、庁内の調整を行う。 

・各市町の調整事項等を取りまとめる。 

・研修等を主に運営する。 

魚沼市の

役割 

・職員の参加を促す。 

・研修内容を検討し、庁内の調整を行う。 

湯沢町の

役割 

・職員の参加を促す。 

・研修内容を検討し、庁内の調整を行う。 

備考  

 

  

【変更後】 
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【具体的な取組】 

事業名 職員の人材育成のための合同研修 

事業概要 ・各市町において実施している独自の職員研修を、圏域の自治体職員を対象と

して合同で実施する。 

・圏域共通のテーマについて職員の合同研修を行う。 

事業効果 ・職員間で各市町や圏域に共通する課題の情報共有が図られ、広域連携の視点

や圏域全体をマネジメントする視点が育まれる。 

・共通する研修を合同で実施することにより、研修経費が削減できる。 

・市町間職員相互の交流によって業務上の連携が深まり、円滑な事務執行や業

務改善を図ることができる。 

現状 ・各市町において実施している独自の研修は共通した内容が多い。 

・各市町で共通した内容の事業を実施している場合もあるが、各市町の事業課

担当職員が顔を合わせて話し合う機会は少なく、広域連携を検討する場も少な

い。 

・各市町間において担当以外の職員との交流の機会が少ないため、各市町で実

施している先進事例や独自の取組状況についての情報が十分に共有されず、事

務の改善等が進みにくい。 

・平成27年度から、年に１回程度、魚沼地域定住自立圏構想ワーキンググルー

プ会議を開催している。 

実施年度 R3 R4 R5 R6 R7 計 

スケジュ

ール 

・合同研修等

の実施 

・合同研修等

の実施 

・合同研修等

の実施 

・合同研修等

の実施 

・合同研修等

の実施 

 

総事業費 

(単位：千円) 
127 127 未定 未定 未定 未定 

南魚沼市

の役割 

・職員の参加を促す。 

・研修内容を検討し、庁内の調整を行う。 

・各市町の調整事項等を取りまとめる。 

・研修等を主に運営する。 

魚沼市の

役割 

・職員の参加を促す。 

・研修内容を検討し、庁内の調整を行う。 

湯沢町の

役割 

・職員の参加を促す。 

・研修内容を検討し、庁内の調整を行う。 

備考  

 

  



【変更前】 

58 
 

 

 

  

施策単位の成果指標

政策分野
形成協定
項目

事業名 評価指標（KPI）
令和元年度
現状値

令和７年度
目標値

備考

医療 地域医療連携推進事業 コーディネーター雇用数 0人 3人

図書館の相互利用事業 相互貸出冊数 ８,290冊 10,000冊

スポーツ施設の相互利用事業
総合型地域スポーツクラブへの
市外からの参加者数

1,824人 1,984人

文化施設の相互利用事業 相互利用ができる施設 0施設 4施設

公民館講座の相互利用事業
各市町開講講座への他市町から
の参加者数

18人 100人

定住促進事業 高校生向け職場体験参加者数 41人 110人

産業連携事業
新規起業・事業承継、大学連携
で行うセミナー等の共同開催数

0回 2回

圏域観光情報窓口事業 観光入込客数 9,456,966人 9,456,000人 数値は暦年集計

廃棄物処理等広域連携事業 ʷ ʷ ʷ

し尿等受入処理施設広域化事
業

し尿等処理経費 78,934千円 65,304千円

消費生活相談体制の強化事業 消費関係啓発講座への参加者数 551人 600人

地域公共

交通
路線バス支援事業 路線バス利用者数 103,407人 100,000人

婚活支援事業 婚活支援事業参加者数 89人 300人

子育て拠点施設の相互利用事
業

施設の市町外利用者数 9,670人 10,000人

圏
域
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

能
力
の
強
化
に
か
か
る

政
策
分
野

人材育成
職員の人材育成のための合同
研修

合同研修の参加者数 3人 40人

生
活
機
能
の
強
化
に
係
る
政
策
分
野

教育

産業振興

生活環境

結
び
つ
き
や
ネ
ッ

ト

ワ
|

ク
の
強
化
に
係
る

政
策
分
野

交流・移

住促進

【変更後】 
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施策単位の成果指標

政策分野
形成協定
項目

事業名 評価指標（KPI）
令和元年度
現状値

令和７年度
目標値

備考

医療 地域医療連携推進事業 コーディネーター雇用数 0人 3人

図書館の相互利用事業 相互貸出冊数 ８,290冊
17,000冊

（10,000冊）
令和４年度に目標値変更

スポーツ施設の相互利用事業
総合型地域スポーツクラブへの
市外からの参加者数+自転車イ
ベントのエントリー数

1,824人 1,984人

文化施設の相互利用事業 相互利用ができる施設 0施設 4施設

公民館講座の相互利用事業
各市町開講講座への他市町から
の参加者数

18人 100人

定住促進事業 高校生向け職場体験参加者数 41人 110人

産業連携事業
新規起業・事業承継、大学連携
で行うセミナー等の共同開催数

0回 2回

圏域観光情報窓口事業 観光入込客数 9,456,966人 9,456,000人 数値は暦年集計

廃棄物処理等広域連携事業 ʷ ʷ ʷ

し尿等受入処理施設広域化事
業

し尿等処理経費 78,934千円 65,304千円

消費生活相談体制の強化事業 消費関係啓発講座への参加者数 551人 600人

地域公共

交通
路線バス支援事業 路線バス利用者数 103,407人 100,000人

婚活支援事業 婚活支援事業参加者数 89人 300人

子育て拠点施設の相互利用事
業

施設の市町外利用者数 10,195人 10,000人

圏
域
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

能
力
の
強
化
に
か
か
る

政
策
分
野

人材育成
職員の人材育成のための合同
研修

合同研修の参加者数 3人 40人

生
活
機
能
の
強
化
に
係
る
政
策
分
野

教育

産業振興

生活環境

結
び
つ
き
や
ネ
ッ

ト

ワ
|

ク
の
強
化
に
係
る

政
策
分
野

交流・移

住促進



【変更前】 
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第５章　共生ビジョン掲載事業一覧表

R3 R4 R5 R6 R７ 計

南魚沼市 9,600 9,600

魚沼市 11,000 11,000

湯沢町 0 0

計 20,600 未定 未定 未定 未定 20,600

南魚沼市 0 0

魚沼市 0 0

湯沢町 0 0

計 0 未定 未定 未定 未定 0

南魚沼市 10,200 10,200

魚沼市 0 0

湯沢町 0 0

計 10,200 未定 未定 未定 未定 10,200

南魚沼市 0 0

魚沼市 0 0

湯沢町 0 0

計 0 未定 未定 未定 未定 0

南魚沼市 410 410

魚沼市 0 0

湯沢町 0 0

計 410 未定 未定 未定 未定 410

南魚沼市 600 600

魚沼市 570 570

湯沢町 373 373

計 1,543 未定 未定 未定 未定 1,543

南魚沼市 200 200

魚沼市 198 198

湯沢町 200 200

計 598 未定 未定 未定 未定 598

南魚沼市 589 589

魚沼市 0 0

湯沢町 442 442

計 1,031 未定 未定 未定  未定 1,031

南魚沼市 0 0

魚沼市 0 0

湯沢町 0 0

計 0 未定 未定 未定 未定 0

南魚沼市 54,426 54,426

魚沼市 6,966 6,966

湯沢町 13,570 13,570

計 74,962 未定 未定 未定 未定 74,962

南魚沼市 948 948

魚沼市 0 0

湯沢町 0 0

計 948 未定 未定 未定 未定 948

南魚沼市 14,384 14,384

魚沼市 10,328 10,328

湯沢町 1,320 1,320

計 26,032 未定 未定 未定 未定 26,032

南魚沼市 600 600

魚沼市 3,268 3,268

湯沢町 1,128 1,128

計 4,996 未定 未定 未定 未定 4,996

南魚沼市 18,013 18,013

魚沼市 27,279 27,279

湯沢町 17,323 17,323

計 62,615 未定 未定 未定 未定 62,615

南魚沼市 127 127

魚沼市 0 0

湯沢町 0 0

計 127 未定 未定 未定 未定 127

南魚沼市 110,097 110,097

魚沼市 59,609 59,609

湯沢町 34,356 34,356

計 204,062 未定 未定 未定 未定 204,062

移住・定住・地域交流の促進

備考政策分野 【形成協定】取組内容 事業名 連携市町
事業費（単位：千円）

1
　
生
活
機
能
の
強
化
に
係
る
政
策
分
野

（1）医療 地域医療等連携推進 地域医療連携推進事業

（2）教育

教育・文化・スポーツ施設の
相互利用

図書館の相互利用事業

教育・文化・スポーツ施設の
相互利用

スポーツ施設の相互利用事
業

教育・文化・スポーツ施設の
相互利用

文化施設の相互利用事業

生涯学習の推進 公民館講座の相互利用

（3）産業振興

U・I・Jターンの促進 定住促進事業

産官学連携 産業連携事業

観光情報の発信 圏域観光情報窓口事業

（4）生活環境

廃棄物処理等施設の広域化 廃棄物処理等広域連携事業

廃棄物処理等施設の広域化
し尿等受入処理施設広域化
事業

消費生活相談体制の強化
消費生活相談体制の強化事
業

移住・定住・地域交流の促進

合計

（3）交流・移住促進

子育て拠点施設の相互利用
事業

3
　
圏
域
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
能
力

の
強
化
に
係
る

政
策
分
野

（1）人材育成 職員の人材育成
職員の人材育成のための合
同研修

2
　
結
び
つ
き
や
ネ
ッ

ト
ワ
ー

ク
の
強
化
に
係
る
政

策
分
野

（1）地域公共交通
地域公共交通ネットワークの
維持

路線バス支援事業

婚活支援事業

【変更後】 
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第５章　共生ビジョン掲載事業一覧表

R3 R4 R5 R6 R７ 計

南魚沼市 9,600 28,828 38,428

魚沼市 11,000 88,835 99,835

湯沢町 0 2,210 2,210

計 20,600 119,873 未定 未定 未定 140,473

南魚沼市 0 0 0

魚沼市 0 0 0

湯沢町 0 0 0

計 0 0 未定 未定 未定 0

南魚沼市 10,200 11,450 21,650

魚沼市 0 7,355 7,355

湯沢町 0 5,016 5,016

計 10,200 23,821 未定 未定 未定 34,021

南魚沼市 0 0 0

魚沼市 0 0 0

湯沢町 0 0 0

計 0 0 未定 未定 未定 0

南魚沼市 410 300 710

魚沼市 0 0 0

湯沢町 0 0 0

計 410 300 未定 未定 未定 710

南魚沼市 600 450 1,050

魚沼市 570 614 1,184

湯沢町 373 40 413

計 1,543 1,104 未定 未定 未定 2,647

南魚沼市 200 2,000 2,200

魚沼市 198 933 1,131

湯沢町 200 170 370

計 598 3,103 未定 未定 未定 3,701

南魚沼市 589 977 1,566

魚沼市 0 450 450

湯沢町 442 395 837

計 1,031 1,822 未定 未定  未定 2,853

南魚沼市 0 385 385

魚沼市 0 0 0

湯沢町 0 0 0

計 0 385 未定 未定 未定 385

南魚沼市 54,426 75,914 130,340

魚沼市 6,966 10,782 17,748

湯沢町 13,570 16,100 29,670

計 74,962 102,796 未定 未定 未定 177,758

南魚沼市 948 963 1,911

魚沼市 0 0 0

湯沢町 0 0 0

計 948 963 未定 未定 未定 1,911

南魚沼市 14,384 15,826 30,210

魚沼市 10,328 12,807 23,135

湯沢町 1,320 1,486 2,806

計 26,032 30,119 未定 未定 未定 56,151

南魚沼市 600 600 1,200

魚沼市 3,268 2,975 6,243

湯沢町 1,128 3,960 5,088

計 4,996 7,535 未定 未定 未定 12,531

南魚沼市 18,013 18,817 36,830

魚沼市 27,279 35,209 62,488

湯沢町 17,323 18,519 35,842

計 62,615 72,545 未定 未定 未定 135,160

南魚沼市 127 127 254

魚沼市 0 0 0

湯沢町 0 0 0

計 127 127 未定 未定 未定 254

南魚沼市 110,097 156,637 266,734

魚沼市 59,609 159,960 219,569

湯沢町 34,356 47,896 82,252

計 204,062 364,493 未定 未定 未定 568,555

移住・定住・地域交流の促進

備考政策分野 【形成協定】取組内容 事業名 連携市町
事業費（単位：千円）

1
　
生
活
機
能
の
強
化
に
係
る
政
策
分
野

（1）医療 地域医療等連携推進 地域医療連携推進事業

（2）教育

教育・文化・スポーツ施設の相
互利用

図書館の相互利用事業

教育・文化・スポーツ施設の相
互利用

スポーツ施設の相互利用事業

教育・文化・スポーツ施設の相
互利用

文化施設の相互利用事業

生涯学習の推進 公民館講座の相互利用

（3）産業振興

U・I・Jターンの促進 定住促進事業

産官学連携 産業連携事業

観光情報の発信 圏域観光情報窓口事業

（4）生活環境

廃棄物処理等施設の広域化 廃棄物処理等広域連携事業

廃棄物処理等施設の広域化
し尿等受入処理施設広域化事
業

消費生活相談体制の強化 消費生活相談体制の強化事業

移住・定住・地域交流の促進

合計

（3）交流・移住促進

子育て拠点施設の相互利用事
業

3
　
圏
域
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
能
力

の
強
化
に
係
る

政
策
分
野

（1）人材育成 職員の人材育成
職員の人材育成のための合同
研修

2
　
結
び
つ
き
や
ネ
ッ

ト
ワ
ー

ク
の
強
化
に
係
る

政
策
分
野

（1）地域公共交通
地域公共交通ネットワークの維
持

路線バス支援事業

婚活支援事業


